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年末の交通安全県民運動の期間・重点等について 
 

１ 期間等 

令和７年１２月１１日 (木)から同月３１日(水)までの２１日間 

  ※ 平成９年から上記期間で実施 

 

２ 運動の重点 

〇 夕暮れ時以降における交通事故の防止 ～横断歩道マナーアップ運動の推進～ 

〇 飲酒運転の撲滅 

〇 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット 

の着用促進 

 

３ 運動の重点の選定理由 

⑴  夕暮れ時以降における交通事故の防止 ～横断歩道マナーアップ運動の推進～ 

本年９月末現在、交通事故発生件数、死者数、負傷 者数はいずれも減少してい

るものの、交通事故死者の約半数を歩行者が占めており、そのうちの約７割は横断

中の交通事故で死亡している。 

さらに、１２月は他の月と比較して夕暮れ時以降の歩行中の死亡事故が多く発生

している状況にある。 

このため、歩行者に対しては、反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

を図るほか、近くに横断歩道があるところでは横断歩道を横断する、「止まって、見

て、合図を出して、待って渡る」など安全な道路横断方法実践を促す必要がある。 

また、運転者に対しては、早めのライト点灯やハイビームの活用促進を図るほか、

高齢者には、加齢に伴う身体機能の変化に応じて、自身の体調や天候、道路状況など

を考えて安全に運転する「補償運転」について周知するとともに実践を促す必要が

ある。 

 

⑵ 飲酒運転の撲滅 

本年９月末現在の飲酒運転事故件数は７２件であり、前年同期比でマイナス２件

と、６年ぶりに飲酒運転事故が増加した昨年と同水準で推移している。 

また、飲酒運転検挙件数は１,１１０件増の２,２５６件であるなど、飲酒運転の

撲滅には程遠い状況にあり、県内において過去に発生した痛ましい飲酒運転事故の

記憶の風化が懸念される。 

このため、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」における「１１０番

通報義務」の更なる周知を図るなど、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、

そして見逃さない」という県民意識の一層の定着を図り、県民一丸となって飲酒運

転の撲滅に向けた取組を展開する必要がある。 

 

 

 

 

資料１ 



⑶ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット 

の着用促進 

本年９月末現在においては、自転車関連事故の発生件数、死者数、負傷者数はい

ずれも減少しているものの、依然として自転車利用者の法令違反による交通事故が

発生しているほか、特に酒気帯び運転については罰則整備以降多数の違反者が検挙

されている状況である。 

また、本年６月に実施したヘルメット着用実態調査結果では、県内の着用率は２

０．６％と昨年に比べ向上しているものの、いまだヘルメット着用が浸透している

とは言い難く、年代別で見ると「こどもの手本」となるべき成人・高齢者の着用率が

低い状況である。 

さらに、特定小型原動機付自転車利用者による通行区分違反（歩道通行）や酒気

帯び運転等の交通違反の検挙も続いている。 

このため、自転車及び特定小型原動機付自転車利用者に対する交通ルールの理解・

遵守の徹底とヘルメットの着用促進を図る必要がある。 

 

４ 実施要綱 

  別紙「年末の交通安全県民運動実施要綱」のとおり 

 

５ ポスター・チラシの製作 

⑴  スローガンについて 

「ただいまの 笑顔で今日も あえますように」 

⑵  ポスター・チラシについて 

小・中学校交通安全図画コンクール優秀・優良作品を素材にした年末の交通安全

運動にふさわしいポスター・チラシを製作予定 

 

６ 県民運動実施に伴う全体会議について 

全体会議については実施せず、実施通知を送付                                                   

 



資料２ 

年末の交通安全県民運動実施要綱 

      令和７年１２月１１日（木）～３１日（水） 

運 動 の 目 的 
 この運動は、県民一人一人が、交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践するこ

とにより、交通事故を防止することを目的とする。 

運動の進め方 
 実施機関・団体は、相互の連携を密にして、地域や組織の実情に即した実効性のあ

る交通安全運動を展開する。 

運 動 の 重 点 及 び 実 施 事 項 

重
点 

夕暮れ時以降における 
交通事故の防止

～横断歩道マナーアップ運動の推進～ 
飲酒運転の撲滅 

自転車・特定小型原動機付自転車 
の交通ルールの理解・遵守の徹底

とヘルメットの着用促進 

運
転
者
・
歩
行
者
は 

○ 横断歩道を渡る、信号に従うな

ど、基本的な交通ルールを守りま

しょう。 

○ 外出するときは、反射材用品や

明るい色の衣服等を着用しましょ

う。 

○ 運転中のスマートフォン等の通

話や画面注視は絶対にやめましょ

う。 

○ 夕暮れ時は早めにライトを点灯

し、対向車・先行車がいない状況

ではハイビームを活用しましょ

う。 

○ 飲酒するときの体調と翌日の運

転予定を考えて、「適正飲酒」を

心掛けましょう。 

○ 二日酔い運転しないよう、運転

前にアルコールが残っていないか

確認しましょう。 

○ 「飲酒運転は絶対しない、させ

ない、許さない、そして見逃さな

い」ことを徹底しましょう。 

○ 飲酒運転を見掛けたら必ず 

１１０番通報しましょう。 

○ 自転車・特定小型原動機付自転

車に乗る際はヘルメットを着用

し、交通ルールを理解して安全に

利用しましょう。 

○ 自転車は車両であり、車道通行

が原則、歩道は例外です。歩道で

は必ず歩行者を優先しましょう。 

○ 「自転車安全利用五則」を守り

ましょう。（※１） 

○ 自転車保険に必ず加入しましょ

う。 

家
庭
・
学
校
・
地
域
・
職
場
で
は 

○ 「止まって、見て、合図を出し

て、待って渡る」など道路の安全

な横断について家庭等で話し合い

ましょう。 

○ 横断歩道手前での減速・停止義

務や横断歩道における歩行者優先

義務について周知しましょう。 

○ 通り慣れた道路の危険個所や身

近に起きた交通事故等について話

し合いましょう。 

○ 加齢による身体機能の変化に応

じ、体調や時間帯等を考えて安全

に運転する補償運転を周知しまし

ょう。 

○ 飲酒運転による事故の悲惨さや

責任の重さについて話し合いまし

ょう。 

○ 飲酒運転撲滅宣言企業（宣言の

店）に登録し、飲酒運転撲滅を呼

び掛けましょう。 

○ 飲酒運転通報訓練を始めとする

研修会の実施などに取り組みまし

ょう。 

○ 運転前後の従業員に対して、ア

ルコール検知器を用いた酒気帯び

の有無を確認しましょう。 

○ ヘルメットの着用を呼び掛けま

しょう。 

○ 従業員等に対し、自転車の安全

利用に関する指導を行うととも

に、保険加入状況を確認しましょ

う。 

○ 自転車の「ながらスマホ」「飲

酒運転」等の交通違反の危険性に

ついて話し合いましょう。 

○ 自転車の定期的な点検整備に努

めましょう。 

実
施
機
関
・
団
体
は 

○ 歩行者と運転者双方の交通安全

意識を高める横断歩道マナーアッ

プ運動を推進しましょう。 

○ 交通事故の発生状況を踏まえた

広報啓発活動や交通安全教育を推

進しましょう。 

○ 反射材用品等の着用をはじめ、

自らの安全を守るための交通行動

を促す広報啓発活動や交通安全教

育を推進しましょう。 

○ 安全運転サポート車やドライブ

レコーダーの普及を促進しましょ

う。 

○ 過去に県内で発生した悲惨な飲

酒運転事故の風化防止の取組を推

進しましょう。 

○ 福岡県飲酒運転撲滅条例の周知

に努めましょう。 

○ アルコールの分解時間や運転に

及ぼす影響等に関する広報啓発活

動や交通安全教育を推進しましょ

う。 

○ 飲酒運転撲滅宣言企業（宣言の

店）への登録及びハンドルキーパ

ー運動を促進しましょう。 

○ 自転車・特定小型原動機付自転

車の安全利用に係る広報啓発活動

や交通安全教育を推進しましょ

う。 

○ 自転車のながらスマホの禁止、

酒気帯び運転の罰則整備に関する

広報啓発を推進しましょう。 

○ 参加・体験・実践型の交通安全

教育を推進しましょう。 

○ 福岡県自転車条例の周知に努め

ましょう。 

○ ウエブサイトやＳＮＳ等による情報発信に積極的に取り組みましょう。 

※１ 自転車安全利用五則  

① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先  ② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

   ③ 夜間はライトを点灯   ④飲酒運転は禁止   ⑤ヘルメットを着用 



１　県内の発生状況
発生件数は、１３，０２９件で、前年同期比－８４６件（－６．１％）と減少

死者数は、６０人で、前年同期比－１０人（－１４．３％）と減少

地区等 地　　　　区　　　　別

区分 福岡地区 北九州地区 筑豊地区 筑後地区

発生件数(件) 6,368 3,413 1,012 2,008 228 13,029
増減数 -567 -109 -60 -113 +3 -846

死者数(人) 24 13 8 14 1 60
増減数 -3 -4 ±0 -2 -1 -10

負傷者数(人) 7,821 4,422 1,374 2,561 379 16,557
増減数 -959 -148 -80 -120 +2 -1,305

注　高速道路等とは、高速道路交通警察隊が管轄する道路

　　　（関門・九州縦貫・九州横断・東九州・大分自動車道、福岡・北九州都市高速道路、福岡前原道路、新若戸道路及び黒崎バイパス）

（参考）

２　歩行者等関連事故発生状況
歩行者等関連事故発生件数は１，５２６件で、前年同期比－１８７件（－１０．９％）と減少

高齢歩行中死者数は２０人で、前年同期比＋１人（＋５．３％）と増加

事故類型

区分
横断
歩道

横断歩
道付近

その他
の横断

小計

427 28 273 728 798
-99 -16 -35 -150 -36

3 0 16 19 8
-3 -3 +9 +3 -4
1 0 14 15 4

-3 -2 +8 +3 -2

３　自転車関連事故発生状況

自転車関連事故発生件数は１，９８０件で、前年同期比－１７１件（－７．９％）と減少

自転車対歩行者等の事故発生件数は８０件で、前年同期比＋９件（＋１２．７％）と増加
事故類型

区分 自転車対自転車 自転車対一般原付

発生件数(件) 1,980 80 27 32
増減数 -171 +9 -6 -7

死者数(人) 8 0 (0) 0 0 (0)
増減数 -1 ±0 (±0) ±0 ±0 (±0)

負傷者数(人) 1,906 2 (80) 29 28 (4)
増減数 -184 +2 (+9) -7 -11 (+4)

※　自転車の死傷者数 ※　（ ）は歩行者等の死傷者数 ※　（ ）は一般原付の死傷者数

４　飲酒運転による事故発生状況（１当一般原付以上）
飲酒運転による事故発生件数は７２件で、前年同期比－２件（－２．７％）と微減

飲酒運転による死亡事故発生件数は２件で、前年同期比±０件と横ばい

飲酒 酒気帯び

区分
0.25mg
/L以上

0.25mg
/L未満

小計

発生件数(件) 4 52 6 58 9 1 72
増減数 +2 -9 -2 -11 +7 ±0 -2

うち死亡事故件数(件) 0 1 0 1 1 0 2
増減数 ±0 -1 ±0 -1 +1 ±0 ±0

歩行中死者数(人） 1 28

人対車両
車両相互
車両単独

列車

増減数 -1 -187

20
+1

増減数 -1 -2

酒酔い
基準
以下

検知
不能

合計

うち高齢歩行中死者数(人） 1
増減数 ±0

自転車対歩行者等
自転車関連

令 和 ７ 年 １ ０ 月
福 岡 県 警 察 本 部
交 通 部 交 通 企 画 課

0 1,526

合計

令和７年９月末の交通事故発生状況について

合計高速道路等

横断中
その他

歩行者等関連事故（件）

（人）

年 合計 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

Ｒ７ 60 9 7 7 4 8 6 5 4 10

Ｒ６ 91 13 5 5 7 6 11 7 7 9 5 8 8

Ｒ５ 103 9 8 10 9 4 4 9 10 12 5 7 16

Ｒ４ 75 4 6 7 1 5 6 7 10 4 5 10 10

Ｒ３ 101 6 4 6 7 5 10 12 14 12 8 10 7

Ｒ２ 91 7 8 11 6 6 4 7 8 7 8 11 8

５年
平均

92.2 7.8 6.2 7.8 6.0 5.2 7.0 8.4 9.8 8.8 6.2 9.2 9.8

【月別死者数】 【過去５年間の月別平均死者数等】

注１ 過去５年間とは、令和２年から令和６年までの間をいう。

２ 歩行中率、自動車乗車中率、二輪車乗車中率、自転車乗用中率とは、月別の当該

状態別死者の割合をいう。



１０月から１２月における歩行中の交通死亡事故の傾向

11人

6人
1人

６５歳以上

25人

13人

６５歳未満

9人

横断歩道

横断中

11人

横断歩道

付近横断中

7人

その他横断中

25人

横断中

以外

22人

令 和 ７ 年 １ ０ 月
福 岡 県 警 察 本 部
交 通 部 交 通 企 画 課

〇 歩行中の月別・昼夜別死者数の推移（令和２～６年合計）

13

6
10

7 6 7 7
10

13

7

21
17

7

7

6

2 4

9
6

7

7

5

6
920

13

16

9 10

16

13

17

20

12

27 26

75.0% 76.9%

50.0%

66.7%

80.0%

62.5%

46.2%

58.8%

75.0% 75.0%

85.2% 88.5%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

歩行中（昼間） 歩行中（夜間） 歩行中死者に占める

高齢歩行中死者の割合

（人）

年末にかけて増加 特に夜間は要注意！

〇 １０月から１２月の歩行中死者の事故類型別（令和２～６年合計）

歩行中死者
６５人

横断中死者の約９割は高齢者！

交通事故抑止のポイント！

〇 ドライバーは、

・ 横断歩道は必ず歩行者優先！

・ 早めのライト点灯と

ハイビームを活用して、

歩行者を早期に発見！

〇 歩行者は、

・ 横断前の確実な安全確認！

・ 反射材用品、明るい目立つ色の

衣服を身に付けて、

ドライバーにアピール！

横断中死者
４３人



反射材用品・明るい目立つ色の衣服

を身に着け、運転者に自身の存在を

アピールして身を守りましょう
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横断歩道の手前でしっかり

日没後１時間
は特に要注意！

（対向車や先行車があるときは、ロービームで！）

ロービームだと
約４０ｍだから
2倍以上だね！

ハイビームなら約１００ｍ先
の人を発見できるんだよ !(^^)!

きちんと
横断歩道
を渡るぞ

福岡県警察

ﾀﾞﾒ!

安全運転できていますか？

福岡県警HP

（交通安全動画）

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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44.8%

65.0%

8.1% 9.7% 12.8%

55.0%

76.3%

44.1%

9.2%
13.3%

小学生以下 中学生 高校生 成人 高齢者

R5 R6 R7

福 岡 県 警 察

調査期間：令和７年６月２日～同月３０日
調査場所：県下の駅、商店街周辺等の３６か所

※ 令和５年・令和６年は３７か所で調査を実施

ヘルメット着用有無別「頭部」損傷致死率の比較
【令和２年～令和６年合計】

0.11

0.18

0

0.1

0.2

着用 非着用

（％）

注 自転車乗用中死傷者に占める人身損傷主部位が「頭部」であった
死者の構成率を比較したもの

年代別着用率

自転車乗用中死者の人身損傷主部位
【令和２年～令和６年合計】

自転車乗車用ヘルメットの着用実態調査結果
～福岡県警察独自調査～

年代別
小学生以下 中学生 高校生 成人 高齢者

着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減

平 均 55.0% +10.2P 76.3% +11.3P 44.1% +36.0P 9.2% -0.5P 13.3% +0.5P

調査数(うち着用者) 202人(111人) 477人(364人) 2,194人(967人) 6,675人(616人) 1,222人(162人)

前年から

+7.8P 前年から

+3.6P

前年から

+7.9P

前年から

+10.5P

前年から

+23.9P

地区別
県内 福岡地区 北九州地区 筑豊地区 筑後地区

着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減 着用率 増減

平 均 20.6% +7.8P 15.5% +3.6P 21.1% +7.9P 28.9% +10.5P 39.8% +23.9P

調査数(うち着用者) 10,770人(2,220人) 7,061人(1,093人) 1,739人(367人) 218人(63人) 1,752人(697人)

成人が９.２%と最も低い！！

地区別着用率

前年から

+10.2P

前年から

+11.3P

前年から

+36.0P
前年から

- 0.5P
前年から

+0.5P

頭部

26人

45.6%

胸部

9人

15.8%

頸部

6人 10.5%

腰部

2人 3.5%

その他

14人 24.6%
頭部

胸部

頸部

腰部

その他

注 「その他」は、顔部、腹部等をいう。



違反種別 罰則

酒酔い運転 ５年以下の拘禁刑 又は １００万円以下の罰金

酒気帯び運転 ３年以下の拘禁刑 又は ５０万円以下の罰金

福岡県警察

ＳＴＯＰ

実名報道
家庭崩壊
失業・・・

想像を絶する程大きな代償を払うことになります。

飲酒運転は、

飲酒運転取締り強化中飲酒運転

逮捕者も出ています。

犯罪です。

飲食店は、来店者の飲酒
運転を防止するため、来
店者に車両利用の有無を
確認し、帰宅方法の申告
を求め、運転者には、酒
類を提供しないことが条
例※で定められています。
※ 福岡県飲酒運転撲滅運動の推
進に関する条例

酒類の提供～２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金

免許の欠格期間

前歴なし 前歴１回 前歴２回 前歴３回以上

５（５）年欠格 ４５点以上 ４０点以上 ３５点以上 ３０点以上

４（５）年欠格 ４０～４４点 ３５～３９点 ３０～３４点 ２５～２９点

３（５）年欠格 ３５～３９点 ３０～３４点 ２５～２９点 ２０～２４点

２（４）年欠格 ２５～３４点 ２０～２９点 １５～２４点 １０～１９点

１（３）年欠格 １５～２４点 １０～１９点 ５～１４点 ４～９点

６～１４点 ４～９点 ２～４点 ２点又は３点

前歴なし 前歴１回 前歴２回 前歴３回以上

１０（１０）年欠格 ７０点以上 ６５点以上 ６０点以上 ５５点以上

９（１０）年欠格 ６５～６９点 ６０～６４点 ５５～５９点 ５０～５４点

８（１０）年欠格 ６０～６４点 ５５～５９点 ５０～５４点 ４５～４９点

７（９）年欠格 ５５～５９点 ５０～５４点 ４５～４９点 ４０～４４点

６（８）年欠格 ５０～５４点 ４５～４９点 ４０～４４点 ３５～３９点

５（７）年欠格 ４５～４９点 ４０～４４点 ３５～３９点

４（６）年欠格 ４０～４４点 ３５～３９点

３（５）年欠格 ３５～３９点

※　前歴…過去３年間に免許の効力の停止を受けた回数

　（　）の年数…免許の拒否・取消し・６月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けたことがある者が、

　一定の期間に再び拒否・取消し・６月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた場合の欠格年数

免
許
の
取
消
し

（
拒
否

）

欠格期間等
累積点数

■　一般違反行為による処分基準

免
許
の
取
消
し

（
拒
否

）

免許の停止（保留）

■　特定違反行為による処分基準

欠格期間等
累積点数


